
船舶事故調査報告書 

令和７年７月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

 
*1 「ＳＵ船」とは、Self Unloader 船の略で、石炭の積み降ろしを船側で自動に行える装置を備え、積荷を効率

よく大量に運ぶことができる専用船をいう。 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年９月１４日 １３時４４分ごろ 

発生場所 島根県浜田
は ま だ

市三隅
み す み

港 

 島根県三隅港北防波堤灯台から真方位０１８°１,６３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４８.５′ 東経１３１°５６.１′） 

事故の概要  石炭専用船SINCERE
シ ン サ ー

 PISCES
パ イ シー ズ

は、入航作業中、また、引船いわみは、

SINCERE PISCES の入航支援中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和６年１０月１８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 石炭専用船 SINCERE PISCES（パナマ共和国籍）、７３,４２７トン 

   ９２３３５６９（ＩＭＯ番号）、MARLINK,S.A. 

Ｂ 引船 いわみ、１９６トン 

   １３６１３１、三洋海事株式会社・山陰臨海サービス株式会社

（Ｂ₁社） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長

（パナマ共和国発給） 

  水先類似行為者Ａ、一級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、五級（航海） 

  航海士Ｂ、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板にペイント剝離 

Ｂ マストに曲損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風速 約７m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船（船尾船橋型のセルフアンローダー付外航石炭専用船（ＳＵ

船）*1）は、船長Ａほか２４人が乗り組み、石炭約５１,１００ｔを積

載し、三隅港に向かっていた。 

三隅港における曳船業務を行う民間会社（以下「Ｂ₂社」という。）

は、平成２７年１１月に水先法に定める水先区以外の水域において、

操船の補助を行う水先人又は水先人の免許を有しない者である水先類

似行為者Ａと雇用契約を結び、運輸局に対し、三隅港における水先類

似行為者として届出を行っていた。 

Ａ船は、令和６年９月１４日１３時１０分ごろ三隅港外で水先類似

行為者Ａを乗船させた後、船長Ａが、操船指揮をとり、水先類似行為



 
*2 ヒービングラインとは、先端に重りの付いたロープのことで、船舶のえい

．．
索は、太くて重たいので、ヒービン

グラインのロープをタグボートのえい
．．

索に結び付け、ヒービングラインを本船側のウインチを使用して巻き揚げ

ることで、重いえい
．．

索を本船に送ることができる。 

者Ａに水先類似行為を行わせ、航海士をテレグラフの操作に、甲板手

（以下「甲板手Ａ₁」という。）を操舵にそれぞれ当たらせ、同港の揚

荷岸壁に向かって航行した。 

また、Ｂ船（防災船兼引船）は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか３人が乗

り組み、Ａ船の入航支援の目的で、１１時５０分ごろ浜田市浜田港を

出港し、三隅港外で待機していた。 

Ｂ船の前部甲板右舷側のブルワーク上には、係船用ビット（以下

「本件ビット」という。）が設置されていた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ｂ船の前部甲板右舷側に設置された本件ビット 

 

船長Ａは、１３時２５分ごろ航海士及び甲板手Ａ₁とは別の甲板手

（以下「甲板手Ａ₂」という。）を船首部配置につけた。 

Ｂ船は、１３時３０分ごろレーダー及びＧＰＳプロッターを作動さ

せ、船長Ｂが、操舵室内でテンションウインチの操作及びトランシー

バーを使用して水先類似行為者Ａとの連絡に当たり、航海士Ｂを操船

に、機関長をレーダーの監視に、甲板員を目視による周囲の見張りに

それぞれ当たらせ、Ａ船の左舷方で並走を開始した。 

Ａ船と引船をえい
．．

索で繋
つな

ぐ場合、Ａ船からヒービングライン*2を引

船の甲板上に垂らして引船側のえい
．．

索に結び付け、Ａ船側のウインチ

を使用してえい
．．

索を巻き揚げた後、えい
．．

索のアイをＡ船のビットに掛

けて係止し、その後、引船側のテンションウインチを操作してえい
．．

索

の巻揚げ及び繰出しを行ってえい
．．

索の長さを調整する手順であった。 

引船は、ふだん、えい
．．

索を取ったＡ船のビットの位置よりも後方を

並走していた。 

Ａ船は、１３時３５分ごろ浜田市鹿
か

島北西方沖において、約６.５

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南南東進中、水先類

似行為者Ａの指示で、引船（以下「Ｃ船」という。）に、Ａ船の右舷

Ｂ₁社提供 Ｂ₁社提供 



船首部にえい
．．

索を取らせ、続いて別の引船（以下「Ｄ船」という。）

に、Ａ船の右舷船尾部にえい
．．

索を取らせて航行を続けた。 

Ｂ船は、約６～７kn の速力で、手動操舵により航行中、１３時４０

分ごろ鹿島西方沖に至った頃、水先類似行為者Ａから「タグラインを

取れ」との指示で、いつものようにＡ船の左舷船首部に近づき、船首

部のテンションウインチから伸ばしたえい
．．

索をＡ船の張出甲板前部の

ビットに取らせた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ｂ船がＡ船の左舷船首部からえい
．．

索を取った状況（概略） 

 

航海士Ｂは、船長Ｂから本件ビットにえい
．．

索が引っ掛かるとＡ船に

よって横引き状態になるおそれがあるので、Ａ船の張出甲板よりも前

に出ないように注意されていた。 

航海士Ｂは、Ａ船から離そうとしてＢ船を左転させながら増速した

ところ、Ｂ船が、意図した以上にＡ船の張出甲板より前に出てしま

い、えい
．．

索がＢ船の船尾方向に繰り出されて船尾側から本件ビットに

引っ掛かりそうになった。航海士Ｂは、船長Ｂから「下がれ」と指示

され、減速しながら右舵を取った。（図２イ、ウ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図２ Ｂ船の操船状況（概略） 
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また、船長Ｂは、Ｂ船の操船状況に合わせて、適宜、えい
．．

索の巻揚

げ及び繰出しを行っており、Ｂ船が前に出すぎた際、航海士Ｂに対し

て「下がれ」と指示し、えい
．．

索が本件ビットに引っ掛かって予期せぬ

力が本件ビットに掛からないようにえい
．．

索を繰り出して弛
ゆる

めたが、テ

ンションウインチを操作することに意識が向き、操船を代わろうとの

考えには至らなかった。 

船長Ｂは、えい
．．

索が本件ビットに引っ掛かったわけではないので、

水先類似行為者ＡにＢ船の状況を連絡しなかった。 

水先類似行為者Ａは、１３時４３分ごろ鹿島南西方沖の転針点付近

で、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船の各船長に対して「Ａ船が右に大きく舵を取

る」旨の連絡を行った。 

船長Ｂは、水先類似行為者Ａに対して「了解した」旨の返事を行っ

た。 

水先類似行為者Ａは、各船から「了解した」旨の返事があったの

で、甲板手Ａ₁に右舵一杯を指示した。 

航海士Ｂは、この頃、Ｂ船の船尾方向に繰り出されたえい
．．

索が本件

ビットに引っ掛かることを防ぐために船位を調整することに意識が向

き、Ａ船の船首部に張出甲板があることを忘れてしまっていた。 

Ｂ船は、Ａ船が緩やかに右転を開始した頃、航海士ＢがＡ船に追随

して舵を右に取ったところ、Ｂ船が右転してＡ船の左舷船首部の張出

甲板付近に接近し、ほぼ垂直に垂れたえい
．．

索がＢ船の操舵室横の壁に

接触するとともに、１３時４４分ごろ、Ｂ船のマストとＡ船の左舷船

首部の張出甲板とが衝突した。（図３、写真３、写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ Ａ船の左舷船首部の張出甲板とＢ船のマストとが衝突した状

況（概略） 
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              写真４ Ａ船の衝突箇所 

 

船長Ａは、Ａ船の船首部配置についていた航海士からＢ船と衝突し

た旨の報告を受け、水先類似行為者Ａにその旨を伝えた。 

水先類似行為者Ａは、船長Ｂにトランシーバーで連絡し、Ａ船とＢ

船とが衝突したことを確認し、Ｂ船は、レーダーに不具合が生じてい

るものの、航行には支障がないことを確認し、Ａ船の速力を落とすこ

となく、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船の支援を受けながらＡ船の水先類似行為

を続けた。 

Ａ船は、１４時５０分ごろ民間企業専用の揚荷岸壁に着岸した。

（図４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船の衝突箇所 

Ｂ₁社提供 Ｂ₁社提供 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 事故発生経過概略図 

 

水先類似行為者Ａは、揚荷岸壁に降りた後、同岸壁からＡ船及びＢ

船の損傷状況を確認し、Ｂ₂社に本事故発生の連絡を行った。 

水先類似行為者Ａは、Ａ船及びＢ船の損傷が軽微であったので、海

上保安庁に本事故発生の通報を行わなかった。 

水先類似行為者Ａは、平成元年に一級海技士（航海）の免許を取得

した後、ドックマスターを経験し、平成２７年１０月から約１か月

間、前任の水先類似行為者から指導を受け、１１月から三隅港におけ

る水先類似行為を行うようになり、月平均で４～５隻の水先類似行為

を行っていた。 

水先類似行為者Ａは、これまでに張出甲板の設置されたＳＵ船の水

先類似行為を幾度も行っていたが、えい
．．

索が引船のビットに引っ掛か

りそうになったことはなかった。 
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水先類似行為者Ａは、Ａ船の操舵室からＢ船の動きが見えなかった

ので、Ｂ船が、本件ビットにえい
．．

索が引っ掛からないよう、Ａ船から

離れようとしたり、増減速させたりしている状況を知らなかった。 

Ａ船の船首部配置の航海士は、本事故時、甲板手Ａ₂と共に左右舷

を移動しながら物標の通過を船長Ａに報告していたので、Ｂ船の動き

を見ていなかった。 

船長Ｂは、平成１８年ごろからＢ船の船長職をとっていた。 

航海士Ｂは、平成３０年にＢ₁社に入社後、Ｂ船以外の引船の航海

士及び代理船長を務めており、令和５年１月からＢ船の航海士として

乗船していた。航海士Ｂは、月に１０日間はＢ船の船長職をとってお

り、本事故時、操船者としての実績を積む目的で、船長Ｂの指導の

下、Ｂ船の操船を行っていた。 

船長Ｂ及び航海士Ｂは、これまでにＢ船でＡ船と同型のＳＵ船の入

航支援を幾度も行っており、その際にえい
．．

索が本件ビットに引っ掛か

りそうになったり、同作業中に支援するＳＵ船と衝突しそうになった

りしたことはなかった。 

航海士Ｂは、自身の操船ミスでＢ船を増速させ、その結果、えい
．．

索

が本件ビットに引っ掛かりそうになったと述べた。 

分析  Ａ船は、三隅港において入航作業中、水先類似行為者Ａが、Ａ船の

左舷船首部の張出甲板のビットにえい
．．

索を取ってＡ船の入航支援に当

たっていたＢ船が、思うように操船ができていない状況を知らずに入

航作業を続け、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 水先類似行為者Ａは、Ａ船の操舵室からＢ船の動きが見えず、ま

た、船長Ｂ及び船首部配置の航海士から何の連絡もなかったことか

ら、えい
．．

索が本件ビットに引っ掛からないようにＢ船をＡ船から離そ

うとしたり、また、増減速させたりしていたことを知らずに入航作業

を続けたものと考えられる。 

Ｂ船は、三隅港においてＡ船の左舷船首部からえい
．．

索を取って入航

支援中、航海士Ｂが、Ａ船の船首部に張出甲板があることを忘れ、Ａ

船が緩やかに右転を開始した頃、Ａ船に追随して舵を右に取ったこと

から、Ｂ船が右転してＡ船の張出甲板付近に接近し、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

航海士ＢがＡ船の船首部に張出甲板があることを忘れたことについ

ては、Ｂ船の船尾方向に繰り出されたえい
．．

索が本件ビットに引っ掛か

ることを防ぐために船位を調整することに意識が向いていたことによ

るものと考えられる。 

航海士Ｂは、Ａ船からえい
．．

索を取った後、Ａ船の船首部よりも前に

出たことから、Ｂ船の船尾方向に繰り出されたえい
．．

索が本件ビットに

引っ掛かりそうになり、えい
．．

索が本件ビットに引っ掛からないように

Ｂ船をＡ船から離そうとしたり、また、増減速させたりしていたもの



と考えられる。 

船長Ｂは、Ｂ船の操船状況に合わせて、テンションウインチを操作

することに意識が向き、操船を代わろうとの考えには至らなかったこ

とから、直ちにＢ船の操船を交代するなどの措置を採らなかったもの

と考えられる。 

原因  本事故は、三隅港において、Ａ船が入航作業中、Ｂ船がＡ船の左舷

船首からえい
．．

索を取ってＡ船の入航支援中、航海士Ｂが、Ａ船の右転

に追随している際に、Ａ船の船首部に張出甲板があることを忘れ、Ａ

船の張出甲板付近に接近させたため、両船が衝突したものと考えられ

る。 

航海士ＢがＡ船の船首部に張出甲板があることを忘れたことについ

ては、Ｂ船の船尾方向に繰り出されたえい
．．

索が本件ビットに引っ掛か

ることを防ぐために船位を調整することに意識が向いていたことによ

るものと考えられる。 

再発防止策 Ｂ₁社及びＢ₂社は、本事故後、次のとおり改善策を採った。 

Ａ船は、本事故後、Ｂ船にえい
．．

索を取る場合、ヒービングラインを

張出甲板の後方に約１５ｍ引き回した後、左舷船首部の張出甲板後部

付近から垂らし、Ｂ船のえい
．．

索を結んでもらってからＡ船のウインチ

で同えい
．．

索を巻き揚げ、Ａ船のビットに係止するように変更し、Ｂ船

がＡ船よりも前方に出ることがなくなるよう改善した。（図５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ Ａ船のヒービングラインを取る際のＢ船の位置（概略） 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・入航支援を受けている船舶の船長及び水先類似行為者は、支援船

の操船に支障を来す状況となった際に、速やかに連絡が取れる体

制を整えておくこと。 
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・入航支援船の操船者は、被支援船の張出甲板など船体の特徴を把

握し、支援船と被支援船の配置位置の意味を十分理解して支援作

業に当たること。 

・入航支援船の船長は、操船に支障を来す状況となった場合、速や

かに被支援船の操船を指揮している者等に報告すること。 

・入航支援船の船長は、操船実績を積む目的で、航海士等に操船さ

せる場合は、適切な指示を行うとともに危険な状況に陥った際に

は、直ちに操船を交代するなどの措置を採ること。 


